
 

瀬戸市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

平成２７年９月３０日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市条例第２４号 

瀬戸市市税条例の一部を改正する条例  

瀬戸市市税条例（昭和４０年瀬戸市条例第６号）の一部を次のように改

正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（公示送達） （公示送達） 

第７条 法第２０条の２の規定による公示送達

は、瀬戸市公告式条例（昭和３６年瀬戸市条例

第６号）第２条第２項に規定する掲示場に掲示

して行うものとする。 

第７条 法第２０条の２の規定による公示送達

は、瀬戸市公告式条例（昭和３６年瀬戸市条例

第６号）第２条第２項の掲示場に掲示して行な

うものとする。 

（市民税の納税義務者等） （市民税の納税義務者等） 

第１０条 ＜省略＞ 第１０条 ＜省略＞ 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは

事業所を有しない法人（以下この節において

「外国法人」という。）に対するこの節の規定

の適用については、恒久的施設（法第２９２条

第１項第１４号に規定する恒久的施設をい

う。）をもって、その事務所又は事業所とす

る。 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは

事業所を有しない法人（以下この節において

「外国法人」という。）に対するこの節の規定

の適用については、恒久的施設（法人税法第２

条第１２号の１８に規定する恒久的施設をい

う。）をもって、その事務所又は事業所とす

る。 

３ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 

（均等割の税率）  （均等割の税率） 

第１１条 ＜省略＞ 第１１条 ＜省略＞ 

２ 第１０条第１項第３号又は第４号の者に対し

て課する均等割の税率は、次の表の左欄に掲げ

る法人の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定め

２ 第１０条第１項第３号又は第４号の者に対し

て課する均等割の税率は、次の表の左欄に掲げ

る法人の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定め



 

る額とする。 る額とする。 

法人の区分 税率 

⑴ 次に掲げる法人 

アからエまで ＜省略＞ 

オ  資本金等の額（法第２９２

条第１項第４号の５に規定す

る資本金等の額をいう。以下

この表及び第４項において同

じ。）を有する法人（法人税

法別表第２に規定する独立行

政法人で収益事業を行わない

もの及びエに掲げる法人を除

く。以下この表及び第４項に

おいて同じ。）で資本金等の

額が１，０００万円以下であ

るもののうち、市内に有する

事務所、事業所又は寮等の従

業者（俸給、給料若しくは賞

与又はこれらの性質を有する

給与の支給を受けることとさ

れる役員を含む。）の数の合

計数（次号から第９号までに

おいて「従業者数の合計数」

という。）が５０人以下のも

の 

 

 

 

＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 
 

法人の区分 税率 

⑴ 次に掲げる法人 

アからエまで ＜省略＞ 

オ  資本金等の額（法人税法第

２条第１６号に規定する資本

金等の額又は同条第１７号の

２に規定する連結個別資本金

等の額（保険業法に規定する

相互会社にあっては、令第４

５条の３の２に定めるところ

により算定した純資産額））

を有する法人（法人税法別表

第２に規定する独立行政法人

で収益事業を行わないもの及

びエに掲げる法人を除く。以

下この表において同じ。）で

資本金等の額が１，０００万

円以下であるもののうち、市

内に有する事務所、事業所又

は寮等の従業者（俸給、給与

若しくは賞与又はこれらの性

質を有する給与の支給を受け

ることとされる役員を含

む。）の数の合計数（次号か

ら第９号までにおいて「従業

者数の合計数」という。）が

５０人以下のもの 

＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 
 

３ ＜省略＞ ３  ＜省略＞ 

４ 資本金等の額を有する法人（保険業法に規定

する相互会社を除く。）の資本金等の額が、資

本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資

金の額に満たない場合における第２項の規定の

適用については、同項の表中「資本金等の額

 



 

が」とあるのは、「資本金の額及び資本準備金

の額の合算額又は出資金の額が」とする。 

（所得割の課税標準） （所得割の課税標準） 

第１３条 ＜省略＞ 第１３条 ＜省略＞ 

２ 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所

得金額は、法又はこれに基づく政令で特別の定

めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法

（昭和４０年法律第３３号）その他の所得税に

関する法令の規定による所得税法第２２条第２

項又は第３項の総所得金額、退職所得金額又は

山林所得金額の計算の例によって算定する。た

だし、同法第６０条の２から第６０条の４まで

の規定の例によらないものとする。 

２ 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所

得金額は、法又はこれに基づく政令で特別の定

めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法

（昭和４０年法律第３３号）その他の所得税に

関する法令の規定による所得税法第２２条第２

項又は第３項の総所得金額、退職所得金額又は

山林所得金額の計算の例によって算定する。 

３から６まで ＜省略＞ ３から６まで ＜省略＞ 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族申告書） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族申告書） 

第２０条の３ ＜省略＞ 第２０条の３ ＜省略＞ 

２及び３  ＜省略＞ ２及び３  ＜省略＞ 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申

告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者

が所得税法第２０３条の５第５項に規定する納

税地の所轄税務署長の承認を受けている場合に

は、施行規則で定めるところにより、当該申告

書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対

し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法

により提供することができる。 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申

告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者

が所得税法第２０３条の５第４項に規定する納

税地の所轄税務署長の承認を受けている場合に

は、施行規則で定めるところにより、当該申告

書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対

し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法

により提供することができる。 

５ ＜省略＞ ５ ＜省略＞ 

（都市計画税の課税客体等） （都市計画税の課税客体等） 

第９０条  ＜省略＞ 第９０条  ＜省略＞ 

２ 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係

る固定資産税の課税標準となるべき価格（法第

３４９条の３第１０項から第１２項まで、第２

３項、第２４項、第２６項、第２８項又は第３

０項から第３３項までの規定の適用を受ける土

２ 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係

る固定資産税の課税標準となるべき価格（法第

３４９条の３第１０項から第１２項まで、第２

３項、第２４項、第２６項又は第２８項の規定

の適用を受ける土地又は家屋にあっては、その



 

地又は家屋にあっては、その価格にそれぞれ当

該各項に定める率を乗じて得た額）をいい、前

項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る

固定資産税について法第３４３条において所有

者又は所有者とみなされる者をいう。 

価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得

た額）をいい、前項の「所有者」とは、当該土

地又は家屋に係る固定資産税について法第３４

３条において所有者又は所有者とみなされる者

をいう。 

３及び４ ＜省略＞ ３及び４ ＜省略＞ 

附 則 附 則 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定め

る割合） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定め

る割合） 

第１条の２  ＜省略＞ 第１条の２  ＜省略＞ 

２から４まで  ＜省略＞ ２から４まで  ＜省略＞ 

５  法附則第１５条第３９項に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

５  法附則第１５条第３７項に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

６  法附則第１５条第４０項に規定する市の条例

で定める割合は、４分の３とする。 

６  法附則第１５条第３８項に規定する市の条例

で定める割合は、４分の３とする。 

７  法附則第１５条の８第４項に規定する市の条

例で定める割合は、３分の２とする。 

 

第５条の２の８の２  平成２２年度から平成４１

年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所

得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税

特別措置法第４１条又は第４１条の２の２の規

定の適用を受けた場合（居住年が平成１１年か

ら平成１８年まで又は平成２１年から平成３１

年までの各年である場合に限る。）において、

前条第１項の規定の適用を受けないときは、法

附則第５条の４の２第６項（同条第９項の規定

により読み替えて適用される場合を含む。）に

規定するところにより控除すべき額を、当該納

税義務者の第１５条及び第１７条の規定を適用

した場合の所得割の額から控除する。 

第５条の２の８の２ 平成２２年度から平成３９

年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所

得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税

特別措置法第４１条又は第４１条の２の２の規

定の適用を受けた場合（居住年が平成１１年か

ら平成１８年まで又は平成２１年から平成２９

年までの各年である場合に限る。）において、

前条第１項の規定の適用を受けないときは、法

附則第５条の４の２第６項（同条第９項の規定

により読み替えて適用される場合を含む。）に

規定するところにより控除すべき額を、当該納

税義務者の第１５条及び第１７条の規定を適用

した場合の所得割の額から控除する。 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

（個人の市民税の寄附金控除額に係る申告の特

例等） 

 

第５条の２の１０  法附則第７条第８項に規定す  



 

る申告特例対象寄附者（次項において「申告特

例対象寄附者」という。）は、当分の間、第１

８条第１項及び第２項の規定によって控除すべ

き金額の控除を受けようとする場合には、第１

９条第３項の規定による申告書の提出（第２０

条の規定により当該申告書が提出されたものと

みなされる所得税法第２条第１項第３７号に規

定する確定申告書の提出を含む。）に代えて、

法第３１４条の７第１項第１号に掲げる寄附金

（以下この項及び次条において「地方団体に対

する寄附金」という。）を支出する際、法附則

第７条第８項から第１０項までに規定するとこ

ろにより、地方団体に対する寄附金を受領する

地方団体の長に対し、同条第８項に規定する申

告特例通知書（以下この条において「申告特例

通知書」という。）を送付することを求めるこ

とができる。 

２  前項の規定による申告特例通知書の送付の求

め（以下この条において「申告特例の求め」と

いう。）を行った申告特例対象寄附者は、当該

申告特例の求めを行った日から賦課期日までの

間に法附則第７条第１０項第１号に掲げる事項

に変更があったときは、同条第９項に規定する

申告特例対象年（次項において「申告特例対象

年」という。）の翌年の１月１０日までに、当

該申告特例の求めを行った地方団体の長に対

し、施行規則で定めるところにより、当該変更

があった事項その他施行規則で定める事項を届

け出なければならない。 

 

３  申告特例の求めを受けた地方団体の長は、申

告特例対象年の翌年の１月３１日までに、法附

則第７条第１０項の規定により申請書に記載さ

れた当該申告特例の求めを行った者の住所（同

条第１１項の規定により住所の変更の届出があ

ったときは、当該変更後の住所）の所在地の市

 



 

町村長に対し、施行規則で定めるところによ

り、申告特例通知書を送付しなければならな

い。 

４  申告特例の求めを行った者が、法附則第７条

第１３項各号のいずれかに該当する場合におい

て、同項前段の規定の適用を受けるときは、前

項の規定による申告特例通知書の送付を受けた

市町村長は、当該申告特例の求めを行った者に

対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ず

るものとする。 

 

第５条の２の１１  当分の間、所得割の納税義務

者が前年中に地方団体に対する寄附金を支出

し、かつ、当該納税義務者について前条第３項

の規定による申告特例通知書の送付があった場

合（法附則第７条第１３項の規定によりなかっ

たものとみなされる場合を除く。）において

は、法附則第７条の２第４項に規定するところ

により控除すべき額を、第１８条第１項及び第

２項の規定を適用した場合の所得割の額から控

除するものとする。 

 

（軽自動車税の税率の特例） 

第７条の４ 法附則第３０条第１項第１号及び第

２号に規定する三輪以上の軽自動車に対する第

５２条の規定の適用については、当該軽自動車

が平成２７年４月１日から平成２８年３月３１

日までの間に初めて道路運送車両法第６０条第

１項後段の規定による車両番号の指定（次項及

び第３項において「初回車両番号指定」とい

う。）を受けた場合において、平成２８年度分

の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

 

第５２条第

２号ア 

３，９００円 １，０００円 

６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

 



 

３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 
 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に規

定する三輪以上の軽自動車（ガソリンを内燃機

関の燃料として用いるものに限る。次項におい

て同じ。）に対する第５２条の規定の適用につ

いては、当該軽自動車が平成２７年４月１日か

ら平成２８年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合において、平成２８年度分

の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

 

第５２条第

２号ア 

３，９００円 ２，０００円 

６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 
 

 

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に規

定する三輪以上の軽自動車（前項の規定の適用

を受けるものを除く。）に対する第５２条の規

定の適用については、当該軽自動車が平成２７

年４月１日から平成２８年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合において、平

成２８年度分の軽自動車税に限り、次の表の左

欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

第５２条第

２号ア 

３，９００円 ３，０００円 

６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 
 

 

   （市たばこ税の税率の特例） 

第９条  削除 第９条 たばこ事業法附則第２条の規定による廃

止前の製造たばこ定価法（昭和４０年法律第１



 

２２号）第１条第１項に規定する紙巻たばこ３

級品の当該廃止の時における品目と同一である

喫煙用の紙巻たばこに係る市たばこ税の税率

は、第６５条の規定にかかわらず、当分の間、

１，０００本につき２，４９５円とする。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第６８

条第１項から第４項までの規定の適用について

は、同条第１項中「第３４号の２様式」とある

のは「第４８号の５様式」と、同条第２項中

「第３４号の２の２様式」とあるのは「第４８

号の６様式」と、同条第３項中「第３４号の２

の６様式」とあるのは「第４８号の９様式」

と、同条第４項中「第３４号の２様式又は第３

４号の２の２様式」とあるのは「第４８号の５

様式又は第４８号の６様式」とする。 
  

附 則 

（施行期日）  

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。  

⑴ 第１３条第２項及び第２０条の３第４項の改正規定並びに次条第２

項の規定  平成２８年１月１日  

⑵ 第１０条第２項並びに附則第９条の改正規定並びに附則第５条及び

第７条の規定  平成２８年４月１日  

 （市民税に関する経過措置）  

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の瀬戸市市

税条例（以下「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分

は、平成２７年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成２

６年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。  

２ 新条例第１３条第２項の規定は、平成２８年度以後の年度分の個人の



 

市民税について適用し、平成２７年度分までの個人の市民税については、

なお従前の例による。  

３ 新条例附則第５条の２の１０の規定は、市民税の所得割の納税義務者

が平成２７年４月１日以後に支出する新条例附則第５条の２の１０第１

項に規定する地方団体に対する寄附金について適用する。  

４ 新条例附則第５条の２の１１の規定は、平成２８年度以後の年度分の

個人の市民税について適用する。  

５ 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する

部分は、平成２７年４月１日以後に開始する事業年度分の法人の市民税

及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、

同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結

事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。  

６ 新条例第１０条第２項の規定は、附則第１条第２号に掲げる規定の施

行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始す

る連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事

業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の

市民税については、なお従前の例による。  

（固定資産税に関する経過措置）  

第３条    新条例附則第１条の２第７項の規定は、平成２７年４月１日以

後に新築される地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２

号。以下「平成２７年改正法」という。）第１条の規定による改正後の

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条の８第４項に規定

するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対して課すべき平成

２８年度以後の年度分の固定資産税について適用する。  

（軽自動車税に関する経過措置）  



 

第４条 新条例附則第７条の４の規定は、平成２８年度分の軽自動車税に

ついて適用する。  

（市たばこ税に関する経過措置）  

第５条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第２号に掲げる規定の

施行の日前に課した、又は課すべきであった旧条例附則第９条に規定す

る喫煙用の紙巻たばこ（以下この条において「紙巻たばこ３級品」とい

う。）に係る市たばこ税については、なお従前の例による。  

２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第４６５条第１項に規定する売

渡し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻た

ばこ３級品に係る市たばこ税の税率は、新条例第６５条の規定にかかわ

らず、当該各号に定める税率とする。  

⑴ 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで  １，０００本

につき２，９２５円  

⑵  平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで  １，０００本

につき３，３５５円  

  ⑶  平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで  １，０００本

につき４，０００円  

３ 前項の規定の適用がある場合における新条例第６８条第１項から第４

項までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるもの

とする。  

第６８条第１項  第３４号の２様式  地方税法施行規則の一部を

改正する省令（平成２７年

総務省令第３８号）第１条

の規定による改正前の地方



 

税法施行規則（以下この節

において「平成２７年改正

前の地方税法施行規則」と

いう。）第４８号の５様式  

第６８条第２項  第３４号の２の２様式  平成２７年改正前の地方税

法施行規則第４８号の６様

式 

第６８条第３項  第３４号の２の６様式  平成２７年改正前の地方税

法施行規則第４８号の９様

式 

第６８条第４項  第３４号の２様式又は第

３４号の２の２様式  

平成２７年改正前の地方税

法施行規則第４８号の５様

式又は第４８号の６様式  

４ 平成２８年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し

又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等（同法第４６９条第１

項第１号及び第２号に規定する売渡しを除く。以下この条において同

じ。）が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販

売業者等（新条例第６２条第１項に規定する卸売販売業者等をいう。以

下この条において同じ。）又は小売販売業者がある場合において、これ

らの者が所得税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第９号。以

下「所得税法等改正法」という。）附則第５２条第１項の規定により製

造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製

造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ

税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当

該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の



 

区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には

市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所にお

いて所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したもの

とみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税

標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、

当該市たばこ税の税率は、１，０００本につき４３０円とする。  

５ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、平

成２７年改正法附則第２０条第４項に規定する申告書を平成２８年５月

２日までに市長に提出しなければならない。  

６ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成２８年９月３０日まで

に、その申告に係る税金を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２

３号。以下「施行規則」という。）第３４号の２の５様式による納付書

によって納付しなければならない。  

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から前

項までに規定するもののほか、新条例第６８条第４項及び第５項、第７

０条の２並びに第７１条の規定を適用する。この場合において、次の表

の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。  

第６８条第４項  施行規則第３４号の２様式

又は第３４号の２の２様式  

平成２７年改正法附則第２

０条第４項の規定  

第６８条第５項  第１項又は第２項  瀬戸市市税条例の一部を改

正する条例（平成２７年瀬

戸市条例第２４号。以下こ

の条及び第２章第４節にお

いて「平成２７年改正条



 

例」という。）附則第５条

第６項  

第７０条の２  第６８条第１項又は第２項  平成２７年改正条例附則第

５条第５項  

当該各項  同項 

第７１条第２項  第６８条第１項又は第２項  平成２７年改正条例附則第

５条第６項  

８ 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、

市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡し

た紙巻たばこ３級品のうち、第４項の規定により市たばこ税を課された、

又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当

する金額を、新条例第６９条の規定に準じて、同条の規定による当該紙

巻たばこ３級品につき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に

相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る

市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場

合において、当該卸売販売業者等が新条例第６８条第１項から第３項ま

での規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻たば

こ３級品の品目ごとの本数についての明細を記載した施行規則第１６号

の５様式による書類を添付しなければならない。  

９ 平成２９年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し

又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ

３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者が

ある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第５２条第８項

の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日に

これらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規



 

定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売

業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等であ

る場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者

である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理

する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に

売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市

たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３

級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，０００本につき４３０

円とする。  

１０ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課

する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に

読み替えるものとする。  

第５項  前項  第９項  

附則第２０条第４項  附則第２０条第１０項にお

いて準用する同条第４項  

平成２８年５月２日  平成２９年５月１日  

第６項  平成２８年９月３０日  平成２９年１０月２日  

第７項の表以外

の部分  

第４項  第９項  

から  、第５項及び  

第７項の表第６

８条第４項の項  

附則第２０条第４項  附則第２０条第１０項にお

いて準用する同条第４項  

第７項の表第６

８条第５項の項  

附則第５条第６項  附則第５条第１０項におい

て準用する同条第６項  



 

第７項の表第７

０条の２の項  

附則第５条第５項  附則第５条第１０項におい

て準用する同条第５項  

第７項の表第７

１条第２項の項  

附則第５条第６項  附則第５条第１０項におい

て準用する同条第６項  

第８項  第４項  第９項  

１１ 平成３０年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡

し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たば

こ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者

がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第５２条第１

０項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同

日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項

の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売

販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等

である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売

業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接

管理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業

者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合におけ

る市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たば

こ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，０００本につき６

４５円とする。  

１２ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課

する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に

読み替えるものとする。  



 

第５項  前項 第１１項  

附則第２０条第４項  附則第２０条第１２項にお

いて準用する同条第４項  

平成２８年５月２日  平成３０年５月１日  

第６項  平成２８年９月３０日  平成３０年１０月１日  

第７項の表以外

の部分  

第４項  第１１項  

から 、第５項及び  

第７項の表第６

８条第４項の項  

附則第２０条第４項  附則第２０条第１２項にお

いて準用する同条第４項  

第７項の表第６

８条第５項の項  

附則第５条第６項  附則第５条第１２項におい

て準用する同条第６項  

第７項の表第７

０条の２の項  

附則第５条第５項  附則第５条第１２項におい

て準用する同条第５項  

第７項の表第７

１条第２項の項  

附則第５条第６項  附則第５条第１２項におい

て準用する同条第６項  

第８項  第４項  第１１項  

１３ 平成３１年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡

し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たば

こ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者

がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第５２条第１

２項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同

日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項

の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売

販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等

である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売



 

業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接

管理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業

者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合におけ

る市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たば

こ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，０００本につき１，

２６２円とする。  

１４ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課

する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に

読み替えるものとする。  

第５項  前項  第１３項  

附則第２０条第４項  附則第２０条第１４項にお

いて準用する同条第４項  

平成２８年５月２日  平成３１年４月３０日  

第６項  平成２８年９月３０日  平成３１年９月３０日  

第７項の表以外

の部分  

第４項  第１３項  

から  、第５項及び  

第７項の表第６

８条第４項の項  

附則第２０条第４項  附則第２０条第１４項にお

いて準用する同条第４項  

第７項の表第６

８条第５項の項  

附則第５条第６項  附則第５条第１４項におい

て準用する同条第６項  

第７項の表第７

０条の２の項  

附則第５条第５項  附則第５条第１４項におい

て準用する同条第５項  

第７項の表第７

１条第２項の項  

附則第５条第６項  附則第５条第１４項におい

て準用する同条第６項  



 

第８項  第４項  第１３項  

 （都市計画税に関する経過措置）  

第６条 新条例第９０条第２項の規定は、平成２７年度以後の年度分の都

市計画税について適用し、平成２６年度分までの都市計画税については、

なお従前の例による。  

 （瀬戸市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）  

第７条 瀬戸市市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年瀬戸市条例

第１６号）の一部を次のように改正する。  

 第１条中附則第７条の３の次に１条を加える改正規定を次のように改め

る。 

 附則第７条の４第３項中「附則第３０条第３項第１号」を「附則第３０

条第５項第１号」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「附則第

３０条第２項第１号」を「附則第３０条第４項第１号」に改め、同項を同

条第３項とし、同条第１項中「附則第３０条第１項第１号」を「附則第３

０条第３項第１号」に、「初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規

定による車両番号の指定（次項及び第３項において「初回車両番号指定」

という。）」を「初回車両番号指定」に改め、同項を同条第２項とし、同

項の前に次の１項を加える。  

 法附則第３０条第１項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自

動車が初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の

指定（以下この条において「初回車両番号指定」という。）を受けた月か

ら起算して１４年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税に

係る第５２条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 



 

第５２条第２号

ア  

３，９００円  ４，６００円  

６，９００円  ８，２００円  

１０，８００円  １２，９００円  

３，８００円  ４，５００円  

５，０００円  ６，０００円  

 附則第６条の表中「附則第７条の４」を「附則第７条の４第１項」に、

「平成２６年改正条例第６条」を「平成２６年改正条例附則第６条」に改

める。  

 


